
議第４１１号
東京都市計画地区計画の変更
（戸越一丁目地区）

（品川区決定）





東京都市計画地区計画の変更（ 品川区決定）
都市計画戸越一丁目地区地区計画を次のように変更する。

名 称 戸越一丁目地区地区計画

位 置 ※ 品川区戸越一丁目及び大崎四丁目各地内

面 積 ※ 約１５．０ｈ ａ

地区計画の目標 本地区は、国道１号に接し、東急池上線や都営浅草線の駅が近く 、都心への利便性を備えた住宅地として発展してきた

が、細街路が多く 、木造住宅等が密集しているため、住環境の改善や防災性の向上が課題となっている。

そこで、老朽建築物等の建替えを促進し、良質な住宅供給の誘導にあわせ、細街路の拡幅整備をすすめることにより、

安全で快適な市街地環境の形成を図るとともに、従来からのコミュニティを継承しつつ、住宅と商業・ 業務が調和した良

好な街並みの実現を目指す。

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針 本地区を用途地域や街区としての一体牲に応じて住居地区と商業地区に区分し、それぞれの地区にふさわしい土地の有

効活用を図る。

住居地区では、用途地域に対応して住居地区(1)、住居地区(2)、住居地区(3)に区分し、多様な年齢層が住み続けること

のできるよう、十分な規模を備えた住宅への建替えを促進する。

また商業地区では、地域に密着した商店街としての特性を活かしつつ住宅の確保にも努め、後背地の居住環境に配慮し

た商業・ 業務施設と住宅とが共存する良好な複合市街地の形成を図る。

なお、狭小敷地や無接道敷地にあっては共同化等による土地の有効利用を促進するものとする。

地区施設の整備の方針 地区における日常生活での利便性や快適性、また災害時の安全性を確保するため、区画道路を配置し、建替えにあわせ

て道路整備を図る。さらに建築物の壁面の後退により沿道空間の確保を行う。

また地区住民の憩いの場であり、災害にも有効な空間である公園・ 広場を適切に配置する。

建築物等の整備の方針 土地の有効利用と建物の不燃化を促進し、統一感のある良好な街並みの形成を図るため、建築物の壁面の位置の制限や

高さの最高限度を定めるとともに、道路に面した斜線制限の緩和を行う。

また敷地面積の最低限度を定めて敷地の細分化を抑制し、ゆとりのある市街地を目指す。さらに接道部や屋上の緑化に

努め、うるおいのある生活空間を創出する。

地
区
整
備
計
画

位 置 品川区戸越一丁目地内

面 積 約４．１ｈ ａ

地区施設の

配置及び

規模

種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考

道 路 区画道路 ４ｍ 約１４０ｍ 拡 幅
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地
区
整
備
計
画

種 類 名 称 面 積 備 考

公 園 戸越一丁目特定児童遊園 ３０５㎡ 既 存

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区の

区 分

名 称 住居地区(1) 住居地区(2) 住居地区(3) 近隣商業地区

面 積 約３．１ｈ ａ 約０．１ｈ ａ 約０．１ｈ ａ 約０．８ｈ ａ

建築物等の用途の
制限 ※

当該区域内においては、建築基準法別表第２（ に） 項に掲げる建築物を建築してはな
らない。
ただし、同項第二号及び第七号に掲げる建築物についてはこの限りでない。

当該区域内においては、次に
掲げる建築物は建築してはな
らない。
1. 建築基準法別表第２（ ほ）項
第二号及び第三号に掲げる
もの。（ ダンスホールその他
設備を設けて客にダンスを
させる営業の用に供する建
築物を除く 。）
2. 風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律第
２条第１項第五号に掲げる
用に供するもの。

建築物の容積率の
最高限度 ※

容積率の最高限度は、用
途地域に関する都市計画に
より定められた容積率（「 指
定容積率」 という。） である
10分の20とする。

容積率の最高限度は、指
定容積率である10分の50、
又は前面道路（ 前面道路が
二以上あるときは、その幅
員が最大のもの。） の幅員の
メートルの数値に10分の6
乗じて得た数値に10分の6
を加えた数値のいずれか小
さい方とする。

容積率の最高限度は、指
定容積率である10分の20と
する。

容積率の最高限度は、指定容
積率である10分の30とする。

建築物の敷地面積
の最低限度

60㎡とする。
ただし、この地区計画の都市計画決定の告示日において、現に建築物の敷地として使用されている60㎡未満の土地又

は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用する60㎡未満の土地について、その全部を一の敷地
として使用する場合は、当該敷地面積を敷地面積の最低限度とする。

壁面の位置の制限 1.前面道路中心からの高さが2. 5ｍ以上において、壁面の位置の制限が定められた道路に
面する建築物の外壁またはこれに代わる柱の面（ ただし、床面積に算入されない出窓
の外壁等は除く 。）から建築基準法に基づく道路境界線までの距離は0. 5ｍ以上とする。
2. 前面道路中心からの高さが2. 5ｍ未満において、壁面の位置の制限が定められた道路に
面する建築物の各部分から建築基準法に基づく道路境界線までの距離は0. 5ｍ以上と

1. 前面道路中心からの高さが
2. 5ｍ以上において、壁面の
位置の制限が定められた道
路に面する建築物の外壁ま
たはこれに代わる柱の面（ た
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地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

する。
3. 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から隣地境界線までの真北方向の距離は0. 5ｍ以上
とする。

だし、床面積に算入されない
出窓の外壁等は除く 。） から
建築基準法に基づく 道路境
界線までの距離は0. 5ｍ以上
とする。
2. 前面道路中心からの高さが
2. 5ｍ未満において、壁面の
位置の制限が定められた道
路に面する建築物の各部分
から建築基準法に基づく 道
路境界線までの距離は0. 5ｍ
以上とする。

壁面後退区域におけ

る工作物設置の制限

道路に面して壁面の位置の制限として定められた限度の

線と建築基準法に基づく道路境界線との間の土地の区域に

は、門、塀、駐車・ 駐輪施設、その他道路との間に段差が

生じ歩行者の通行の妨げとなるような工作物を設置しては

ならない。

ただし、街並み景観の美化に資する目的のプランターボ

ックス等で容易に移動できるものはこの限りではない。

道路に面して壁面の位置の制限として定められた限度の線

と建築基準法に基づく道路境界線との間の土地の区域には、

門、塀、駐車・ 駐輪施設、その他道路との間に段差が生じ歩

行者の通行の妨げとなるような工作物を設置してはならな

い。

ただし、四ツ塚通り、道路Ａ沿道の後退部分以外について

は、街並み景観の美化に資する目的のプランターボックス等

で容易に移動できるものはこの限りではない。

建築物等の高さの

最高限度

建築物の各部分の高さ（ 地盤面からの高さによる）の最

高限度は10ｍとする。

ただし、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物

の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面

積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、 5

ｍまでは、当該建築物の高さに算入しない。

建築物の各部分の高さ（ 地盤面からの高さによる） の最高

限度は12ｍとする。

ただし、階段室、昇降機塔その他これらに類する建築物の

屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8

分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5ｍまでは、

当該建築物の高さに算入しない。

垣又はさくの構造

の制限

壁面の位置の制限が定められた建築基準法に基づく道路境界線より0. 5ｍ以上後退した位置に設ける垣又は柵の構造

は、生垣又は透視可能なフェンスとし、緑化に努める。

ただし、フェンス等の基礎、又は植栽桝で地盤面から0. 6ｍ以下のもの、あるいは門柱にあっては、この限りではない。

※印は知事同意事項
「 計画区域、地区の区分、地区施設の配置、壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

理由 : 「 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」 の一部改正に伴い、地区計画を変更する。
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変更概要 ※＿＿＿は、変更箇所及び追加箇所を示す。

名 称 戸越一丁目地区地区計画

事 項 旧 新 摘 要

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区の

区 分
名 称 住居地区(1) 住居地区(2) 住居地区(3) 住居地区(1) 住居地区(2) 住居地区(3)

建築物等の用途の制限 当該区域内においては、建築基準法別
表第２（ に） 欄に掲げる建築物を建築し
てはならない。
ただし、同欄第二号及び第七号に掲げ
る建築物についてはこの限りでない。

当該区域内においては、建築基準法別
表第２（ に） 項に掲げる建築物を建築し
てはならない。
ただし、同項第二号及び第七号に掲げる建
築物についてはこの限りでない。

文言の変更

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区の

区 分
名 称 近隣商業地区 近隣商業地区

建築物等の用途の制限 当該区域内においては、次に掲げる建築

物は建築してはならない。

１．建築基準法別表第２（ ほ） 欄第二号及

び第三号に掲げるもの。

２．風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律第２条第１項第八号に掲

げる用に供するもの。

当該区域内においては、次に掲げる建築

物は建築してはならない。

１．建築基準法別表第２（ ほ） 項第二号及

び第三号に掲げるもの。（ ダンスホール

その他設備を設けて客にダンスをさせ

る営業の用に供する建築物を除く 。）

２．風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律第２条第１項第五号に掲

げる用に供するもの。

文言の変更

建築基準法の一部

改正に伴う変更

風俗営業等の規制

及び業務の適正化

等に関する法律の

一部改正に伴う変

更
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